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１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 －3－

１ 指定統計調査の承認 
指定統計調査

の名称 

承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

船舶船員統計

調査 
17.6.13  船舶船員統計調査のうち船舶調査について、船舶統計の行

政資料としての活用がないこと、業界団体によるデータで代

替できること等の理由により、平成17年調査を休止する。 

国土交通

大臣 
 

医療施設調査 17.6.29 諮問第298号の答申「平成17年に実施される医療施設調査及
び患者調査の計画について」(平成17年３月11日統審議第５号)
を踏まえ、以下の変更を行う。 
① 医療施設における児童虐待防止対策、禁煙・分煙対策の

取組、医療情報の提供状況等を把握する設問を拡充する。 
② 夕食の食事開始時間等概ね傾向が把握できた事項につい

ては削除する。 
③ 調査票の提出方法について、調査票に代えて提出可能な

媒体について、フレキシブルディスクのみとしていたもの

を光磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ等による提出も可能とする。 

厚生労働

大臣 

患者調査 17.6.29 諮問第298号の答申「平成17年に実施される医療施設調査及
び患者調査の計画について」（平成17年3月11日統審議第5号）
を踏まえ、以下の変更を行う。 
１ 標本設計について、患者の施設内抽出率を、病床数が500
～599床の病院については10分の5から10分の4に引き下
げ、また、600床以上の病院については10分の5から10分の
3に引き下げる。 
２ 診療所に係る調査日について、休診日の多い木曜日を避

け、火曜日、水曜日及び金曜日のうち、指定する1日を調査
日とする。 
３ 調査事項について、「受療の状況」中の外傷の原因に係る

設問に「自転車交通事故」を追加する。 
４ 調査票の提出方法について、従来、調査票に代えてフレ

キシブルディスクによる提出のみを可能としていたもの

を、光磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ等の電磁媒体による提出も

可能とする。 

厚生労働

大臣 
 

 
２ 承認統計調査の承認 
承 認 番 号 承認年月日 統 計 調 査 の 名 称 申 請 者

No.26084 

（旧 No.23751） 

17.6.1 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 

（２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）女性票） 

厚生労働

大臣 

No.26085 

（旧 No.23752） 

17.6.1 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 

（２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）男性票） 

 

厚生労働

大臣 
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No.26086 

（旧 No.23753） 

17.6.1 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 

（２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）配偶者票

（女性用）） 

厚生労働

大臣 

No.26087 

（旧 No.23754） 

17.6.1 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 

（２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）配偶者票

（男性用）） 

厚生労働

大臣 

No.26088 

（旧 No.23744） 

17.6.6 ２１世紀出生児縦断調査 

（２１世紀出生児縦断調査調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26089 

（旧 No.23446） 

17.6.9 健康保険被保険者実態調査 

（健康保険被保険者実態調査調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26090 

（旧 No.23755） 

17.6.9 社会福祉施設等調査 

（老人・障害者福祉施設等調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26091 

（旧 No.23756） 

17.6.9 社会福祉施設等調査 

（児童福祉施設等調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26092 

（旧 No.23757） 

17.6.9 社会福祉施設等調査 

（保育所調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26093 

（旧 No.23758） 

17.6.9 社会福祉施設等調査 

（居宅支援事業所票） 

厚生労働

大臣 

No.26094 

（旧 No.21547） 

17.6.9 社会福祉施設等調査 

（有料老人ホーム入居者票） 

厚生労働

大臣 

No.26095 

（旧 No.23410） 

17.6.9 都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査 

（都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査票） 

水産庁長

官 

No.26096 

（旧 No.25761） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（介護老人福祉施設票） 

厚生労働

大臣 

No.26097 

（旧 No.25762） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（介護老人保健施設票） 

厚生労働

大臣 

No.26098 

（旧 No.25763） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（介護療養型医療施設票） 

厚生労働

大臣 

No.26099 

（旧 No.25764） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（訪問看護ステーション票） 

厚生労働

大臣 

No.26100 

（旧 No.25765） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（居宅サービス事業所（福祉関係）票（１）） 

厚生労働

大臣 

No.26101 

（旧 No.25766） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（居宅サービス事業所（福祉関係）票（２）） 

厚生労働

大臣 

No.26102 

（旧 No.25767） 

17.6.9 介護サービス施設・事業所調査 

（居宅サービス事業所（医療関係）票） 

厚生労働

大臣 

No.26103 

（旧 No.     ） 

17.6.13 中高年者縦断調査 

（中高年者の生活に関する継続調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26104 

（旧 No.26050） 

17.6.15 大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査 

（大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査調査票） 

文部科学

大臣 
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No.26105 

（旧 No.25760） 

17.6.15 内航海運業経営実態調査 

（内航海運業経営実態調査票） 

国土交通

大臣 

No.26106 

（旧 No.23746） 

17.6.15 通信産業動態調査 

（通信産業動態調査調査票１（電気通信事業用）） 
総務大臣

No.26107 

（旧 No.23747） 

17.6.15 通信産業動態調査 

（通信産業動態調査調査票２（放送事業用）） 
総務大臣

No.26108 

（旧 No.23748） 

17.6.15 通信産業動態調査 

（通信産業動態調査調査票３（ケーブルテレビ事業用）） 
総務大臣

No.26109 

（旧 No.23740） 

17.6.21 雇用動向調査 

（事業所票 様式１号） 

厚生労働

大臣 

No.26110 

（旧 No.23741） 

17.6.21 雇用動向調査 

（事業所票 様式２号） 

厚生労働

大臣 

No.26111 

（旧 No.23742） 

17.6.21 雇用動向調査 

（入職者票 様式３号） 

厚生労働

大臣 

No.26112 

（旧 No.23743） 

17.6.21 雇用動向調査 

（離職者票 様式４号） 

厚生労働

大臣 

No.26113 

（旧 No.23425） 

17.6.21 医薬品・医療機器産業実態調査 

（医薬品（製造業等）調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26114 

（旧 No.23426） 

17.6.21 医薬品・医療機器産業実態調査 

（医薬品（卸売業）調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26115 

（旧 No.23427） 

17.6.21 医薬品・医療機器産業実態調査 

（医療機器（製造業等）調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26116 

（旧 No.23428） 

17.6.21 医薬品・医療機器産業実態調査 

（医療機器（卸売業）調査票） 

厚生労働

大臣 

No.26117 

（旧 No.23372） 

17.6.21 海外事業活動基本調査 

（本社企業調査票） 

経済産業

大臣 

No.26118 

（旧 No.23373） 

17.6.21 海外事業活動基本調査 

（現地法人調査票） 

経済産業

大臣 

No.26119 

（旧 No.23648） 

17.6.21 住宅市場動向調査（性能評価住宅調査） 

（住宅性能表示制度アンケート調査票） 

国土交通

大臣 

No.26120 

（旧 No.23604） 

17.6.30 労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（８月調査）） 

厚生労働

大臣 

No.26121 

（旧 No.23605） 

17.6.30 労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（１１月調査）） 

厚生労働

大臣 

 
３ 届出統計調査の受理 

（1） 新規 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

105029 17.6.7 合併市町村製造業実態調査 新 潟 市 長

105030 17.6.7 障害者福祉計画策定に係るニーズ調査 京 丹 後 市 長



 －6－

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

105031 17.6.8 同和地区生活実態調査 福 岡 県 知 事

105032 17.6.14 社会資本整備に関する県民意識アンケート 群 馬 県 知 事

105033 17.6.20 ひとり親家庭実態調査 山 形 県 知 事

105034 17.6.20 ひとり暮らし高齢者実態把握調査 名 古 屋 市 長

105035 17.6.21 育児休業等に関するアンケート調査 高 知 県 知 事

105036 17.6.24 狩猟実態調査 千 葉 県 知 事

105037 17.6.24 第８期市政アドバイザー第１回意識調査 神 戸 市 長

105038 17.6.27 中小企業資金調達状況等実態調査 千 葉 県 知 事

105039 17.6.29 北部九州圏パーソントリップ調査（プレ調査） 福 岡 県 知 事

105040 17.6.30 交通事故抑止に関するアンケート調査 群 馬 県 知 事

 

（2） 変更 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

205023 17.6.1 賃金実態調査 富 士 市 長

205024 17.6.9 労働雇用福祉実態調査 米 沢 市 長

205025 17.6.20 同和地区実態把握等調査（地区概況調査） 鳥 取 県 知 事

205026 17.6.20 同和地区実態把握等調査（生活実態調査） 鳥 取 県 知 事

205027 17.6.22 ＩＴ化実態調査 山 梨 県 知 事

205028 17.6.23 廃棄物実態調査 島 根 県 知 事

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指 定 統 計 調 査 の 承 認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定統計調査の承認 

【調査名】 船舶船員統計調査 

【承認年月日】 平成１７年０６月１３日 

【指定番号】 ００００２８ 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報管理部交通調査統計課 

【目 的】 船舶及び船員の実態を明らかにする。 

【沿 革】 船舶数に関する統計は船舶法（明治３２年法律第４６号）に基づき船舶所有者の管海官庁に対する登

録からの２次統計として，また船員数に関する統計は船舶職員法（明治２９年法律第６８号）に基づく

海技免状の交付または旧船員法（明治３２年法律第４７号）に基づく船員手帳の交付により海員現在数

（海技免状受有者数，船員手帳受有者数）の統計をそれぞれ作成してきたものである。その後，昭和２

４年１２月指定統計第２８号として指定され昭和２５年３月運輸省令第１３号をもって本規則を公布施

行したが，昭和３２年３月運輸省令第７号をもって全文改正が行われ，適時必要な改正を経て今日に至

っている。船舶調査は平成１７年調査を休止することとなった。 

【調査の構成】 １－船員調査票（第２号調査），２－船員調査票（第３号調査） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「船員統計」（集計完了後，３０日以内） （表章）

全国，航行区域別 

※ 

【調査票名】 １－船員調査票（第２号調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）船員法（昭和２２年９月１日法律第１００号）第１条に

規定する船員について行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）国土交通省→地方運輸局・運輸監理部・

運輸支局・海事事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１年分（１０月から９月までの分）につき行う 

【調査事項】 １．船舶の隻数及び船員数，２．予備船員数，３．海技免状又は小型船舶操縦免許証受有者数，

４．年令別船員数，５．経歴年数別船員数，６．船員異動状況 



【調査票名】 ２－船員調査票（第３号調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）船員法（昭和２２年９月１日法律第１００号）第１条に

規定する船員について行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，６００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）国土交通省→地方運輸局・運輸監理部・

運輸支局・海事事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月分について行う 

【調査事項】 １．船舶の隻数及び船員数，２．海技免状又は小型船舶操縦免許証受有者数（予備船員も含む） 



【調査名】 医療施設調査 

【承認年月日】 平成１７年０６月２９日 

【指定番号】 ００００６５ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに，医療施設の診療機能を把握し，医療行政の

基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は，昭和２３年１１月，全医療施設を対象に実施された「施設面からみた医療調査」を前身と

し，その後，昭和２８年に指定統計となり，昭和４７年まで毎年年末（昭和２８年は７月末）現在で実

施してきた。昭和４８年に調査規則を改正し全施設の詳細な実態を把握することを目的とする静態調査

を昭和５０年から３年ごとに実施するとともに，各都道府県から施設の開設・廃止等の報告を毎月徴集

する動態調査を昭和４８年１１月から実施することとして，現在に至っている。なお，昭和５９年から

は，静態調査を患者調査と同時期に実施し，両調査のデータリンケージが可能となるよう調査期日を 

１０月１日現在に改めた。 

【調査の構成】 １－医療施設静態調査病院票，２－医療施設静態調査一般診療所票，３－医療施設静態調査歯科

診療所票，４－医療施設動態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「医療施設動態調査月報」（当月調査分の約２ヶ月後

公表） 「医療施設統計年報」  （調査年の翌年９月頃公表） 「医療施設（静態・動態）調

査・病院報告」 （調査翌年１月～３月公表） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－医療施設静態調査病院票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．許可病床数，６．施



設の面積等，７．診療科目，８．診療科目別患者数，９．併設施設の状況，１０．社会保険診療等

の状況，１１．承認等の状況，１２．救急医療体制，１３．各種委員会の設置状況，１４．医療安

全体制，１５．表示診療時間の状況，１６．在宅医療サービスの実施状況，１７．麻酔及び手術等

の状況，１８．特殊診療設備，１９．検査等の実施状況，２０．歯科設備，２１．夕食の状況， 

２２．委託の状況，２３．診療録管理専任従事者，２４．診療情報管理の状況，２５．電子カルテ

システムの導入状況，２６．ホームページの開設，２７．遠隔医療システムの導入状況，２８．看

護の実施状況，２９．病棟における看護職員の勤務体制，３０．外来患者への処方数，３１．定期

的な臨床病理学的症例検討会（ＣＰＣ）の実施，３２．剖検，３３．受動喫煙防止対策の状況， 

３４．職員のための院内保育サービスの実施状況 

※ 

【調査票名】 ２－医療施設静態調査一般診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般診療所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９９，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．病床及び病室，６．

診療科目，７．併設施設の状況，８．社会保険診療等の状況，９．診療所の種類，１０．期間診療

所等，１１．表示診療時間の状況，１２．予約診療の状況，１３．診療状況，１４．従事者数， 

１５．在宅医療サービスの実施状況，１６．麻酔及び手術等の状況，１７．検査等の実施状況， 

１８．歯科設備，１９．委託の状況，２０．電子カルテシステムの導入状況，２１．レセプト処理

用コンピューター，２２．ホームページの開設，２３．遠隔医療システムの導入状況，２４．外来

患者への処方数，２５．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

 

 



【調査票名】 ３－医療施設静態調査歯科診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科診療所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６７，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．許可病床数，６．診

療科目，７．社会保険診療等の状況，８．初期救急医療体制への参加状況，９．従事者数，１０．

表示診療時間の状況，１１．診療状況，１２．在宅医療サービスの実施状況，１３．保健事業， 

１４．手術等の状況，１５．歯科設備，１６．刷掃指導室，１７．歯科技工室，１８．技工物の外

注の状況，１９．委託の状況，２０．医療情報システムの導入状況，２１．ホームページの開設，

２２．外来患者への処方数，２３．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

【調査票名】 ４－医療施設動態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医療法に基づき都道府県知事等が新規開設，廃止，変

更等の許可・届出の受理又は処分をした医療施設 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県（→報告者（病院・診療所）），厚生労働省→保

健所を設置する市・特別区（→報告者（当該管轄区域内診療所）） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．処分等の区分，２．施設名，３．施設の所在地，４．開設者，５．地域医療支援病院か否

か，６．救急告示の有無，７．診療科目，８．許可病床数，９．従事者数，１０．社会保険診療等

の状況等 



【調査名】 患者調査 

【承認年月日】 平成１７年０６月２９日 

【指定番号】 ００００６６ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 病院及び診療所を利用する患者数及びその患者の傷病状況並びに受療種別，治療費支払方法等を明ら

かにし，医療行政の基礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和２３年１１月１週間を調査期間として実施された「施設面よりみた病勢調査」を前身

とし，昭和２８年には指定統計に指定され，以後は毎年１回定期的に実施されていたが，昭和５９年度

には，調査周期を３年周期にして，県別表章ができるようサンプル数が増加された。その後、平成２年

度及び５年度には，病院について入院に係る二次医療圏別表章が可能となるようサンプル数を増加し、

平成１７年度から病床数が５００床以上の病院については、奇数票の施設内抽出率を引き下げる等の見

直しを行って、現在に至っている。 

【調査の構成】 １－病院入院（奇数）票，２－病院外来（奇数）票，３－病院（偶数）票，４－一般診療所票，

５－歯科診療所票，６－病院退院票，７－一般診療所退院票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「患者調査結果報告書」（集計後） （表章）都道府

県，二次医療圏 

※ 

【調査票名】 １－病院入院（奇数）票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 （抽出枠）医療施設調査の結果作成される医療

施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 （系統）厚生労働省

→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院年月日，５．受療の状況，６．診療費等

支払方法，７．紹介の有無，８．救急の状況，９．病床の種別，１０．入院の状況，１１．心身の



状況 

※ 

【調査票名】 ２－病院外来（奇数）票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 （抽出枠）医療施設調査の結果作成される医療

施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 （系統）厚生労働省

→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．外来の種別，５．受療の状況，６．診療費等

支払方法，７．紹介の有無，８．救急の状況 

※ 

【調査票名】 ３－病院（偶数）票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 （抽出枠）医療施設調査の結果作成される医療

施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 （系統）厚生労働省

→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１８日から２０日の３日間のうち指定した１日 

【調査事項】 １．入院・外来の別，２．性別，３．出生年月日 

※ 

【調査票名】 ４－一般診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般診療所 （抽出枠）医療施設調査の結果作成され

る医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年１０月１８日、１９日、２１日の３日間のうち指定した１日 （系統）厚生



労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１８日、１９日、２１日の３日間のうち指定し

た１日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院・外来の種別，５．受療の状況，６．診

療費等支払方法，７．紹介の有無，８．救急の状況，９．病床の種別，１０．入院の状況，１１．

心身の状況 

※ 

【調査票名】 ５－歯科診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科診療所 （抽出枠）医療施設調査の結果作成され

る医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年１０月１８日、１９日、２１日の３日間のうち指定した１日 （系統）厚生

労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１８日、１９日、２１日の３日間のうち指定し

た１日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．外来の種別，５．傷病名，６．診療費等支払

方法 

※ 

【調査票名】 ６－病院退院票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 （抽出枠）医療施設調査の結果作成される医療

施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年９月中 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）

→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年９月 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院・退院年月日，５．受療の状況，６．手



術の有無，７．診療費等支払方法，８．病床の種別，９．入院前の場所，１０．転帰，１１．退院

後の行き先， 

※ 

【調査票名】 ７－一般診療所退院票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般診療所 （抽出枠）医療施設調査の結果作成され

る医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１７年９月中 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）

→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年９月 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院・退院年月日，５．受療の状況，６．手

術の有無，７．診療費等支払方法，８．病床の種別，９．入院前の場所，１０．転帰，１１．退院

後の行き先 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



承認統計調査の承認 

【調査名】 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 調査対象となった男女の結婚，出産，就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に観察するこ

とにより，少子化対策等、厚生労働行政施策の企画立案，実施等のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）女性票，２－２１世紀成年者縦断

調査（国民の生活に関する継続調査）男性票，３－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する

継続調査）配偶者票（女性用），４－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）配

偶者票（男性用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「第４回 ２１世紀成年者縦断調査の概況」（集計後

速やかに公表） （表章）全国 

【経 費】 ８５５，３９０ 

※ 

【調査票名】 １－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）女性票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８４ 調査票承認番号（旧）０２３７５１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１３年国民生活基礎調査の世帯票に回答した世帯の

世帯員のうち平成１４年１０月末時点で２０から３４歳であった女性 （抽出枠）平成１３年国民

生活基礎調査世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，６００／母６５，０００ （配布）併用 （取集）併用 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・

特別区）→保健所→調査員→報告者，厚生労働省→報告者（第１回調査以降転出した者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日（調査員分）、平成１７年１１月９日（郵

送分） 

【調査事項】 １．健康の状況，２．就業の状況，３．現在の就業意欲，４．職場における仕事と子育ての両立



支援制度の状況，５．配偶者の有無，６．子どもの状況，７．家計の状況等 

※ 

【調査票名】 ２－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）男性票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８５ 調査票承認番号（旧）０２３７５２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１３年国民生活基礎調査の世帯票に回答した世帯の

世帯員のうち平成１４年１０月末時点で２０から３４歳であった男性 （抽出枠）平成１３年国民

生活基礎調査世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／母６５，０００ （配布）併用 （取集）併用 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・

特別区）→保健所→調査員→報告者，厚生労働省→報告者（第１回調査以降転出した者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日（調査員分）、平成１７年１１月９日（郵

送分） 

【調査事項】 １．健康の状況，２．就業の状況，３．現在の就業意欲，４．職場における仕事と子育ての両立

支援制度の状況，５．配偶者の有無，６．家計の状況等 

※ 

【調査票名】 ３－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）配偶者票（女性用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８６ 調査票承認番号（旧）０２３７５３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）本調査男性票の対象者の配偶者で，本調査女性票の対象

でない者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００ （配布）併用 （取集）併用 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健

所→調査員→報告者，厚生労働省→報告者（第１回調査以降転出した者） 



【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日（調査員分）、平成１７年１１月９日（郵

送分） 

【調査事項】 １．健康の状況，２．就業の状況，３．職場における仕事と子育ての両立支援制度の状況，４．

子どもの状況，５．家計の状況等 

※ 

【調査票名】 ４－２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）配偶者票（男性用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８７ 調査票承認番号（旧）０２３７５４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）本調査女性票の対象者の配偶者で，本調査男性票の対象

でない者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００ （配布）併用 （取集）併用 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健

所→調査員→報告者，厚生労働省→報告者（第１回調査以降転出した者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日（調査員分）、平成１７年１１月９日（郵

送分） 

【調査事項】 １．健康の状況，２．就業の状況，３．職場における仕事と子育ての両立支援制度の状況等 



【調査名】 ２１世紀出生児縦断調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 

【目 的】 ２１世紀の初年に出生した子の実態及び経年変化の状況を継続的に観察することにより，少子化対策

等厚生労働行政施策の企画立案，実施等のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は平成１３年から実施。 

【調査の構成】 １－２１世紀出生児縦断調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「第５回２１世紀出生児縦断調査」 （集計後速やか

に公表） （表章）全国 

【経 費】 ４４，７６９ 

※ 

【調査票名】 １－２１世紀出生児縦断調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０６日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８８ 調査票承認番号（旧）０２３７４４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）２００１年１月１０日から１７日の間及び７月１０日か

ら１７日の間に出生した子 （抽出枠）人口動態調査出生票 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１月出生児：平成１７年８月１６日，７月出生児：平成１８年２月

１６日 

【調査事項】 １．同居家族の構成，２．お子さんについて（保育の役割、ふだんの生活のようす、睡眠及び入

浴・通園の状況等、その他の生活の状況，遊びについて意識していること，テレビの視聴時間，コ

ンピューターゲームの利用時間，習いごとの状況，病気・けがについて，身長・体重，お子さんに

かかる費用及び負担感等），３．子育てについて（よかったこと、負担に思うこと・悩みについ

て），４．お母さん・お父さんについて（一緒に過ごしている時間、喫煙の有無、年収、就業状

況、単身赴任の有無等） 



【調査名】 健康保険被保険者実態調査 

【実施機関】 厚生労働省保険局調査課 

【目 的】 健康保険の被保険者の年齢，標準報酬月額，標準賞与額，その所属している事業所の業態，規模及び

被扶養者の年齢，続柄，異動の状況等を調査し，制度運営のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本統計調査は，昭和４１年に開始され，以後毎年実施されて現在に至っている。 

【調査の構成】 １－健康保険被保険者実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）全国 

【経 費】 １，７２４ 

※ 

【調査票名】 １－健康保険被保険者実態調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年０２月２８日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０８９ 調査票承認番号（旧）０２３４４６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）組合 （属性）健康保険組合 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６３０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→地方厚生（支）局→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１１月末日 

【調査事項】 １．適用区分，２．被保険者の所属する事業所に関する事項，（１）都道府県番号，（２）業態

番号，（３）事業所の被保険者数，３．被保険者に関する事項，（１）性別，（２）出生年月，

（３）被保険者等の区分，（４）資格取得時期，（５）標準報酬月額，（６）標準賞与額，（７）

老人保健法適用の有無，（８）介護保険該当・適用除外の別，（９）基準収入額適用申請該当・不

該当の別，（１０）加入者・脱退者の異動元・先別の保険制度，４．被扶養者に関する事項，

（１）性別，（２）出生年月，（３）続柄，（４）扶養開始時期，（５）老人保健法適用の有無，

（６）介護保険該当・適用除外の別 



【調査名】 社会福祉施設等調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 全国の社会福祉施設等の数，在所者，従業者の状況等を把握し，社会福祉行政推進のための基礎資料

を得るとともに，社会福祉施設等名簿を作成する。 

【調査の構成】 １－老人・障害者福祉施設等調査票，２－児童福祉施設等調査票，３－保育所調査票，４－居宅

支援事業所票，５－有料老人ホーム入居者票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計完了後） （表章）全国 

【経 費】 ３２，７１４ 

※ 

【調査票名】 １－老人・障害者福祉施設等調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９０ 調査票承認番号（旧）０２３７５５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）生活保護法による保護施設，老人福祉法による老人福

祉施設，身体障害者福祉法による身体障害者更正援護施設，売春防止法による婦人保護施設，知的

障害者福祉法による知的障害者援護施設，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障

害者社会復帰施設等 （抽出枠）社会福祉施設等名簿一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４４，０００ （配布）併用 （取集）併用 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→施設管理者→

報告者（施設管理者），厚生労働省→報告者（国立福祉施設管理者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日 

【調査事項】 １．施設の名称，２．所在地・郵便番号・電話番号，３．活動の状況，４．認可・届出・設置年

月，５．設置主体・経営主体，６．定員，７．在所者数，８．年齢階級別在所者数，９．職種常勤

―非常勤別従事者数，１０．苦情解決のための取組状況，１１．受動喫煙防止対策の状況，１２．

退所者数等 

※ 



【調査票名】 ２－児童福祉施設等調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９１ 調査票承認番号（旧）０２３７５６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法による児童福祉施設（保育所を除く），母

子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 （抽出枠）社会福祉施設名簿一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１，０００ （配布）併用 （取集）併用 （記入）自計 （把握

時）調査日日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→報告者（施

設管理者），厚生労働省→報告者（国立福祉施設管理者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日 

【調査事項】 １．施設の名称，２．所在地・郵便番号・電話番号，３．活動の状況，４．認可・届出・設置年

月，５．設置主体・経営主体，６．定員，７．在所者数，８．年齢階級別在所者数，９．職種・常

勤―非常勤別従事者数，１０．苦情解決のための取組み状況，１１．受動喫煙防止対策の状況，１

２．在所期間退所理由別退所者数 

※ 

【調査票名】 ３－保育所調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９２ 調査票承認番号（旧）０２３７５７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法による児童福祉施設のうち保育所及びへき

地保育所 （抽出枠）社会福祉施設等名簿一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→報告者

（施設管理者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．施設の名称，２．所在地・郵便番号・電話番号，３．活動の状況，４．認可・届出・設置年



月，５．設置主体・経営主体，６．分園の有無・分園数，７．定員，８．在所児数，９．年齢階級

別在所児数，１０．開所時間，１１．職種・常勤―非常勤別従事者数，１２．過去１年間の勤務保

育士の採用・退職者数，１３．苦情解決のための取組状況，１４．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

【調査票名】 ４－居宅支援事業所票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９３ 調査票承認番号（旧）０２３７５８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅支援事業所（身体障害者居宅介護等事業所，身体

障害者デイサービス事業所，身体障害者短期入所事業所，知的障害者居宅介護等事業所，知的障害

者デイサービス事業所，知的障害者短期入所事業所，知的障害者地域生活援助事業所，児童居宅介

護等事業所，児童デイサービス事業所，児童短期入所事業所） （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５，０００ （配布）併用 （取集）併用 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→報告者（施設

管理者），厚生労働省→報告者（居宅支援事業所） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日 

【調査事項】 １．法人名，２．事業所名，３．所在地，４．事業の種類・事業者番号，５．事業開始月日，

６．活動状況，７．経営主体，８．併設の状況，９．苦情解決のための取組状況，１０．居宅介護

等事業，（１）．介護保険法による指定，（２）．身体障害者居宅介護等事業の状況，（３）．知

的障害者居宅介護等事業の状況，（４）．児童居宅介護等事業の状況，１１．デイサービス事業，

（１）．介護保険法による指定，（２）．身体障害者デイサービス，（３）．知的障害者デイサー

ビス事業の状況，（４）．児童デイサービス事業の状況，１２．短期入所事業，（１）．介護保険

法による指定，（２）．身体障害者短期入所事業の状況，（３）．知的障害者短期入所事業の状

況，（４）．児童短期入所事業の状況，１３．知的障害者地域生活援助事業，（１）．利用定員，

（２）．サービスの提供状況，（３）．入退居の状況，（４）．支援体制，１４．従事者数等 

※ 



【調査票名】 ５－有料老人ホーム入居者票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９４ 調査票承認番号（旧）０２１５４７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）有料老人ホーム （抽出枠）社会福祉施設等名簿一覧 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，５００／母５３，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市

→福祉事務所→施設管理者→報告者（施設入居者） 

【周期・期日】 （周期）その他 （実施期日）平成１７年１１月１５日 

【調査事項】 １．性別，出生年月，２．入居日，３．子どもの有無，４．入居を決めた理由，５．ホームを選

んだ基準，６．入居前にえた情報，７．入居契約の際、文書（説明書）の受け取り時に説明を受け

たかについて，８．介護保健法による要介護認定の申請の有無，９．９月中に受けたサービスにつ

いて，１０．寝たきり状態になった場合（現在、寝たきり状態も含む）の生活についての考え，１

１．設備や提供されるサービス等で困っていること，１２．ホームの生活に満足しているかについ

て，１３．ホームでの世帯構成について，１４．現在の世帯の収入について，１５．入居時の費用

（入居一時金等）について， 



【調査名】 都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査 

【実施機関】 水産庁漁政部水産経営課 

【目 的】 漁業協同組合の職員に関する実態を把握し，漁協に対する指導を行う上での基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１８年３月） 

（表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年０９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９５ 調査票承認番号（旧）０２３４１０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）協同組合 （属性）水産業協同組合のうち，沿海地区出資漁業協同組合 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，４７２ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）水産庁→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成１７年８月２６日 

【調査事項】 １．組合の名称，２．職員（臨時職員を除く。）（１）年齢別，性別職員数，（２）１か月分の

給与（９月分，男女別），平均勤務年数等（男女別），（３）１週間の所定内労働時間，（４）週

休２日制の実施状況，（５）定年制の実施状況，（６）退職者数，退職金の総額，退職者の平均年

齢，退職者の平均勤務年数，（７）採用者数，１人当たりの初任給の額 



【調査名】 介護サービス施設・事業所調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 全国の介護サービスの提供体制，提供内容等を把握することにより，介護サービスの提供面に着目し

た基盤整備に関する基礎資料を得るとともに、介護サービス施設・事業所名簿を作成することを目的と

する。 

【沿 革】 利用者票は平成１５年調査から３年周期で調査を実施することとした。また、従業者票を平成１６年

調査から追加した。（３年周期で調査を実施） 

【調査の構成】 １－介護老人福祉施設票，２－介護老人保健施設票，３－介護療養型医療施設票，４－訪問看護

ステーション票，５－居宅サービス事業所（福祉関係）票（１），６－居宅サービス事業所（福祉

関係）票（２），７－居宅サービス事業所（医療関係）票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）都道府

県 

【経 費】 ４４，４２３ 

※ 

【調査票名】 １－介護老人福祉施設票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９６ 調査票承認番号（旧）０２５７６１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）指定介護老人福祉施設 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，５００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．施設名，２．所在地，３．開設年月，４．開設主体及び経営主体，５．施設の定員及びユニ

ットの状況，６．居室の状況，７．施設サービスの状況，８．短期入所生活介護床の特例利用者の

状況，９．介護給付費割引実施の状況，１０．社会福祉法人等による減免の状況，１１．苦情解決

のための取組状況，１２．併設の状況，１３．従事者数，１４．調理業務の委託状況，１５．調理



の方法，１６．訪問理容・美容の状況，１７．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

【調査票名】 ２－介護老人保健施設票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９７ 調査票承認番号（旧）０２５７６２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市（保健所を設置す市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．施設名，２．所在地，３．開設年月，４．開設主体，５．サービス費の種類，６．施設の定

員及びユニットの状況，７．療養室の状況，８．特別な室料，９．施設サービスの状況，１０．併

設の状況，１１．短期入所療養介護の状況，１２．従事者数，１３．調理業務の委託状況，１４．

調理の方法，１５．訪問理容・美容の状況，１６．受動喫煙防止対策の状況，１７．通所リハビリ

テーションの状況 

※ 

【調査票名】 ３－介護療養型医療施設票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９８ 調査票承認番号（旧）０２５７６３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）指定介護療養型医療施設 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，９００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市（保健所を設置す市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 



【調査事項】 １．施設名，２．所在地，３．開設主体，４．施設の種類，５．病室の状況，６．特別な室料，

７．施設サービスの状況，８．併設の状況，９．従事者数，１０．調理業務の委託状況，１１．調

理の方法，１２．訪問理容・美容の状況 

※ 

【調査票名】 ４－訪問看護ステーション票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６０９９ 調査票承認番号（旧）０２５７６４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問看護ステーション （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，３００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市（保健所を設置す市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．ステーションの名称，２．所在地，３．事業開始年月，４．開設主体，５．加算等の届出の

状況，６．出張所等（サテライト事業所）の状況，７．サービスの提供状況，８．利用者数，９．

従事者数，１１．「居宅介護支援事業所」との併設の有無，１２．介護支援専門員との兼務状況 

※ 

【調査票名】 ５－居宅サービス事業所（福祉関係）票（１） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１００ 調査票承認番号（旧）０２５７６５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅サービス事業所（通所介護事業所，短期入所生活

介護事業所，認知症対応型共同生活介護事業所，特定施設入所者生活介護事業所） （抽出枠）指

定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０，６００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市→福祉事務所→報告者 



【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．法人名，所在地及び事業所名，２．経営主体及び開設主体，３．苦情解決のための取組状

況，４．通所介護の状況，（１）事業所の形態，（２）サービスの提供状況，（３）介護給付費割

引実施の状況，（４）社会福祉法人等による減免の状況，（５）従事者数，５．短期入所生活介護

の状況，（１）事業所の形態，（２）サービスの提供状況，（３）介護報酬上の届出種別，（４）

ユニットの状況，（５）居室の状況，（６）介護給付費割引実施の状況，（７）社会福祉法人等に

よる減免の状況，（８）従事者数，６．認知症対応型共同生活介護の状況，（１）建物の状況，

（２）居室の状況，（３）サービスの提供状況，（４）入退所の状況，（５）介護給付費割引実施

の状況，（６）夜間及び深夜の勤務体制，（７）職員の資質向上等のための取組状況，（８）従事

者数，７．特定施設入所者生活介護の状況，（１）事業所の形態，（２）サービスの提供状況，

（３）居室の状況，（４）夜間及び深夜の時間帯における勤務体制，（５）従事者数，８．訪問介

護の状況（１）サービスの提供状況，（２）２４時間対応の状況等，（３）介護給付費割引実施の

状況，（４）社会福祉法人等による減免の状況，（５）職員の資質向上等のための取組状況，

（６）従事者数，９．訪問入浴介護の状況，（１）サービスの提供状況，（２）介護給付費割引実

施の状況，（３）従事者数，１０．福祉用具貸与の状況，（１）サービスの提供状況，（２）職員

の資質向上のための取組状況，（３）従事者数，（４）福祉用具専門相談員の資格の状況，１１．

居宅介護支援事業の状況，（１）独立・併設の状況，（２）サービスの提供状況，（３）職員の資

質向上等のための取組状況，（４）従事者数 

※ 

【調査票名】 ６－居宅サービス事業所（福祉関係）票（２） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０１ 調査票承認番号（旧）０２５７６６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅サービス事業所（訪問介護事業所，訪問入浴介護

事業所，福祉用具貸与事業所）及び居宅介護支援事業所 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８，３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握



時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月１５日 

【調査事項】 １．法人名，所在地及び事業所名，２．経営主体，３．訪問介護の状況，（１）サービスの提供

状況，（２）２４時間対応の状況等，（３）介護給付費割引実施の状況，（４）社会福祉法人等に

よる減免の状況，（５）職員の資質向上等のための取組状況，（６）従事者数，４．訪問入浴介護

の状況，（１）サービスの提供状況，（２）介護給付費割引実施の状況，（３）従事者数，５．福

祉用具貸与の状況，（１）サービスの提供状況，（２）職員の資質向上等のための取組状況，

（３）従事者数，（４）福祉用具専門相談員の資格の状況，６．居宅介護支援事業の状況，（１）

独立・併設の状況，（２）サービスの提供状況，（３）職員の資質向上等のための取組状況，

（４）従事者数 

※ 

【調査票名】 ７－居宅サービス事業所（医療関係）票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月０９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０２ 調査票承認番号（旧）０２５７６７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅サービス事業所（通所リハビリテーション事業所

及び短期入所療養介護事業所の指定を受けた医療施設） （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核市（保健所を設置す市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１０月１４日 

【調査事項】 １．施設名，２．所在地，３．居宅サービスの種類・活動状況・事業所の種別，４．開設主体，

５．短期入所療養介護の状況（サービスの提供状況），６．通所リハビリテーションの状況，

（１）サービスの提供状況，（２）通所リハビリテーションの従事者数 



【調査名】 中高年者縦断調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 団塊の世代を含む全国の中高年者世代の５０歳から５９歳の男女を追跡して、その健康・就業・社会

活動について、意識面・事実面の変化の過程を継続的に調査し、行動の変化や事象間の関連性等を把握

し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画、実施、評価のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－中高年者の生活に関する継続調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計後速やかに公表） （表

章）全国 

【経 費】 １９９，９７５ 

【備 考】 ８５５，３９０千円（国民生活基礎調査費）のうち、１９９，９７５千円 

※ 

【調査票名】 １－中高年者の生活に関する継続調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０３ 調査票承認番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１７年１０月末現在で５０～５９歳である男女 

（抽出枠）平成１６年国民生活基礎調査の調査地区名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４３，０００／母７８０，０００ （配布）郵送・調査員 

（取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県

（保健所を設置する市・特別区）→保健所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年１１月２日 

【調査事項】 １．性別・出生年月・配偶者関係，２．家族，３．健康，４．就業，５．職歴，６．資格、能力

開発等，７．６０歳以降の生活設計，８．社会活動等，９．住居・家計，１０．配偶者 



【調査名】 大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査 

【実施機関】 文部科学省高等教育局専門教育課 

【目 的】 大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップの実施状況を調査し、今後のインターンシ

ップ推進に係る施策の基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は、平成８年度から毎年実施している。 

【調査の構成】 １－大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１７年９月頃） （表章）

全国 

※ 

【調査票名】 １－大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年０９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０４ 調査票承認番号（旧）０２６０５０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国立・公立・私立の大学・短期大学・高等専門学校 

（抽出枠）全国大学一覧、全国短期大学一覧、全国高等専門学校一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３００ （配布）郵送・オンライン （取集）オンライン （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年７月１５日 

【調査事項】 １．インターンシップの実施状況，２．今後の予定，３．推進方策，４．未実施の理由等 



【調査名】 内航海運業経営実態調査 

【実施機関】 国土交通省海事局国内貨物課 

【目 的】 内航海運業の経営実態を把握し，内航海運政策策定の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－内航海運業経営実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）概要をプレス発表及び「海事レポート」（翌年２月

頃） （表章）全国 

【経 費】 １６６ 

※ 

【調査票名】 １－内航海運業経営実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０５ 調査票承認番号（旧）０２５７６０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金１００万円以上の内航海運許可事業者 （抽出

枠）内航海運業者許可簿（内航海運業法第３条第１項に基づく許可の内容を記載した書類） 

【調査方法】 （選定）資本金１００万円以上の法人であって３月末を事業決算期とする法人。 （客体数）５

５０／母３，３４１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１６年４月１

日から平成１７年３月３１日まで （系統）国土交通省海事局→地方運輸局等→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月末日 

【調査事項】 １．事業の概要（所有及び借受船舶，従業者数，償却不足額），２．損益計算書（営業損益，営

業外損益，経常損益，法人税等，剰余金処分，欠損金処分，次期繰越損益），３．貸借対照表（流

動資産，固定資産，繰延資産，負債，資本） 



【調査名】 通信産業動態調査 

【実施機関】 総務省情報通信政策局総合政策課情報通信経済室 

【目 的】 通信産業を構成する電気通信事業，放送事業及びケーブルテレビ事業の活動を動態的に把握し，通信

産業に対する機動的な情報通信政策の企画推進に資するとともに，通信産業の健全な発展を図るための

基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－通信産業動態調査調査票１（電気通信事業用），２－通信産業動態調査調査票２（放送事業

用），３－通信産業動態調査調査票３（ケーブルテレビ事業用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）印刷物及びインターネット（毎月及び平成

１７年９月，１２月，平成１８年３月，６月） （表章）全国 

【経 費】 ２，３５４ 

※ 

【調査票名】 １－通信産業動態調査調査票１（電気通信事業用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０６ 調査票承認番号（旧）０２３７４６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）電気通信事業者 （抽出枠）電気通信事業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６３／母１，５００ （配布）郵送・オンライン （取集）オン

ライン・ファクシミリ装置 （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末現在 （系統）総務省→

民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）各調査対象月の翌月２０日 

【調査事項】 １．企業の概要，２．売上高の状況（毎月調査），３．従業者の状況（４月及び１０月調査），

４．業況の見通し（６月，９月，１２月及び３月調査） 

※ 

【調査票名】 ２－通信産業動態調査調査票２（放送事業用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 



【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０７ 調査票承認番号（旧）０２３７４７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）放送事業者 （抽出枠）電気通信事業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／母４６０ （配布）郵送・オンライン （取集）オンライ

ン・ファクシミリ装置 （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末現在 （系統）総務省→民間

調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）各調査対象月の翌月２０日 

【調査事項】 １．企業の概要，２．売上高の状況（毎月調査），３．従業者の状況（４月及び１０月調査），

４．業況の見通し（６月，９月，１２月及び３月調査） 

※ 

【調査票名】 ３－通信産業動態調査調査票３（ケーブルテレビ事業用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０８ 調査票承認番号（旧）０２３７４８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）ケーブルテレビ事業者 （抽出枠）電気通信事業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０／母３６０ （配布）郵送・オンライン （取集）オンライ

ン・ファクシミリ装置 （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末現在 （系統）総務省→民間

調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）各調査対象月の翌月２０日 

【調査事項】 １．企業の概要，２．売上高の状況（毎月調査），３．従業者の状況（４月及び１０月調査），

４．業況の見通し（６月，９月，１２月及び３月調査） 



【調査名】 雇用動向調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 

【目 的】 主要産業の事業所における入職者，離職者等についての属性，入職及び離職に関する事情等並びに事

業所における求人状況等について調査し，労働力の移動や求人状況等の実態を明らかにすること。 

【沿 革】 昭和３９年以降、年度内２回（上期（７月），下期（１月））調査実施している。 

【調査の構成】 １－事業所票 様式１号，２－事業所票 様式２号，３－入職者票 様式３号，４－離職者票 

様式４号 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計完了次

第） （表章）全国 

【経 費】 １０４，０２９ 

※ 

【調査票名】 １－事業所票 様式１号 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１０９ 調査票承認番号（旧）０２３７４０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道

業，情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福

祉，教育，学習支援業，複合サービス業及びサービス業（他に分類されないもの）（ただし，その

他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）に属する常雇規模５人以上の事業所 （抽

出枠）平成１３年事業所・企業統計調査の事業所（３０人以上規模），毎月勤労統計調査調査区内

事業所（５から２９人規模） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１４，０００／母１，９００，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月から同年６月 （系統）厚生労働省大臣官

房統計情報部→都道府県労働局→公共職業安定所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年７月１日～３１日 

【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全体の常用労働者数，



２．性，雇用形態別常用労働者の異動状況，３．常用労働者のうち出向者数及びパートタイム労働

者数，４．性，年齢及び就業形態別常用労働者数，５．職業，就業形態別常用労働者数，６．職

業，就業形態別末充足求人数 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票 様式２号 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１０ 調査票承認番号（旧）０２３７４１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道

業，情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福

祉，教育，学習支援業，複合サービス業及びサービス業（他に分類されないもの）（ただし，その

他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）に属する常雇規模５人以上の事業所 （抽

出枠）平成１３年事業所・企業統計調査の事業所（３０人以上規模），毎月勤労統計調査調査区内

事業所（５から２９人規模） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１４，０００／母１，９００，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年７月から同年１２月 （系統）厚生労働省大臣

官房統計情報部→都道府県労働局→公共職業安定所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１８年１月１６日～０２月１５日 

【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全体の常用労働者数，

２．性，雇用形態別常用労働者の異動状況，３．常用労働者のうち出向者数及びパートタイム労働

者数 

※ 

【調査票名】 ３－入職者票 様式３号 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１１ 調査票承認番号（旧）０２３７４２ 



【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，

情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教

育，学習支援業，複合サービス業及びサービス業（他に分類されないもの）（ただし，その他の生

活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）に属する常雇規模５人以上の事業所 （抽出枠）

平成１３年事業所・企業統計調査の事業所（３０人以上規模），毎月勤労統計調査調査区内事業所

（５から２９人規模） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９５，０００／母６０５００００ ４００００／６０５０００

０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月から６月及び７

月から１２月 （系統）厚生労働省大臣官房統計情報部→都道府県労働局→公共職業安定所→調査

員→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成１７年７月１日から７月３１日及び平成１８年１月１６日か

ら２月１５日まで 

【調査事項】 １．属性に関する事項（性，年齢，学歴及び卒業した年），２．入職に関する事項（入職前の活

動におけるインターネットの利用の有無，入職経路，就業形態，職業，前職の有無，入職前の勤め

先の所在地又は入職前の居住所及び在籍の有無），３．前職に関する事項（産業，職業，従業上の

地位，離職期間，企業規模，前の勤め先を辞めた理由，現在の勤め先を選んだ理由及び転職による

賃金変動状況） 

※ 

【調査票名】 ４－離職者票 様式４号 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１２ 調査票承認番号（旧）０２３７４３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，

情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教

育，学習支援業，複合サービス業及びサービス業（他に分類されないもの）（ただし，その他の生

活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）に属する常雇規模５人以上の事業所 （抽出枠）



平成１３年事業所・企業統計調査の事業所（３０人以上規模），毎月勤労統計調査調査区内事業所

（５から２９人規模） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１４，０００／母６，６２０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１７年１月から６月及び７月から１２月 （系統）厚

生労働省大臣官房統計情報部→都道府県労働局→公共職業安定所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成１７年７月１日から７月３１日及び平成１８年１月１６日か

ら２月１５日まで 

【調査事項】 １．属性に関する事項（性，年齢，学歴及び卒業した年），２．離職直前の雇用状況に関する事

項（就業形態，職業，勤続期間及び離職理由） 



【調査名】 医薬品・医療機器産業実態調査 

【実施機関】 厚生労働省医政局経済課 

【目 的】 医薬品製造業・輸入販売業及び卸売業，医療用具製造業・輸入販売業及び卸売業の経営実態を把握

し，医薬品並びに医療機器産業の健全な発展に必要な施策を講ずるための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－医薬品（製造業等）調査票，２－医薬品（卸売業）調査票，３－医療機器（製造業等）調査

票，４－医療機器（卸売業）調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）全国 

【経 費】 ６，７５０ 

※ 

【調査票名】 １－医薬品（製造業等）調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１１月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１３ 調査票承認番号（旧）０２３４２５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）平成１７年３月３１日現在において，改正前薬事法に基

づき医薬品製造業，輸入販売業の許可を受けて，医薬品を製造，輸入販売している者 （抽出枠）

医薬品製造業許可台帳及び医薬品輸入販売業許可台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月 

【調査事項】 １．会社の概要，２．承認取得等の状況，３．売上高の状況，４．医薬品関係従業者数の状況，

５．後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品の売上高，６．医薬品の研究開発及び設備投資の

状況，７．決算状況 

※ 

【調査票名】 ２－医薬品（卸売業）調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１１月３０日 



【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１４ 調査票承認番号（旧）０２３４２６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）平成１７年３月３１日現在において，薬事法に基づき卸

売一般販売業の許可を受けて，薬局の開設者，医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院若しく

は診療所の開設者に対して医薬品を販売し，又は授与している者 （抽出枠）卸売一般販売業許可

台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月 

【調査事項】 １．会社の概要，２．医薬品の取扱品目数，３．医薬品の販売先状況等，４．医薬品卸売一般販

売業関係従業者数の状況，５．仕入の状況，６．決算状況 

※ 

【調査票名】 ３－医療機器（製造業等）調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１５ 調査票承認番号（旧）０２３４２７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）平成１７年３月３１日現在において，改正前薬事法に基

づき，医療用具の製造業，輸入販売業の許可を受けて，医療用具を製造，輸入販売している者 

（抽出枠）薬事工業生産動態統計から作成した企業対象名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，８００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月 

【調査事項】 １．会社の概要，２．売上高の状況等，３．販売状況，４．事業所状況，５．医療用具製品関係

従業員の状況，６．製品区分別，国内製品・輸入製品別，国内売上高・海外別売上高（輸出額を含

む。），７．医療用具の研究開発及び設備投資の状況，８．決算状況 

※ 

 



【調査票名】 ４－医療機器（卸売業）調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１６ 調査票承認番号（旧）０２３４２８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）平成１７年３月３１日現在において，改正前薬事法に基

づき医療用具の販売業の届け出をし，医療用具を業として販売している者 （抽出枠）日本医療機

器販売業協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３０／母１，３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月 

【調査事項】 １．会社の概要，２．医療用具の販売先状況等，３．売上高状況等，４．都道府県別売上高状

況，５．仕入の状況，６．決算状況 



【調査名】 海外事業活動基本調査 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 我が国企業の海外事業活動の現状と海外事業活動が現地及び日本に与える影響を把握することによ

り，今後の産業政策及び通商政策の運営に資するための資料を得る。 

【沿 革】 我が国企業の海外活動の現状と海外事業活動が現地及び我が国に与える影響については，これまで，

１．昭和４６年度に開始された「海外事業活動動向調査」（以下「動向調査」という。）（３年に２

回），２．海外事業活動の進展により詳細な活動実態の把握が求められるようになったことを踏まえて

昭和５６年度に開始された動向調査の詳細調査である「海外事業活動基本調査」（以下「基本調査」と

いう。）（３年周期）のローテーションにより把握されてきた。 

 統計調査の名称については，これまで動向調査と基本調査に区分していたが，平成１０年調査から

「海外事業活動基本調査」として調査名を一本化している。 

【調査の構成】 １－本社企業調査票，２－現地法人調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「海外事業活動基本調査概要（速報）」（毎年３月） 

「第３４回我が国企業の海外事業活動（確報）」（毎年９月） （表章）全国 

【経 費】 １４，５７０ 

※ 

【調査票名】 １－本社企業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１７ 調査票承認番号（旧）０２３３７２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有する我が国企業のうち，金融・保険

及び不動産を除く企業 （抽出枠）海外事業活動基本調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０８月３１日 

【調査事項】 １．企業の概要，２．企業の操業状況等，３．雇用の状況，４．貸借対照表項目，５．損益計算



書項目，６．海外からの受取収益，７．海外生産に伴う国内雇用及び海外戦略について，８．投資

決定のポイントについて，９．現地事情の問題点について，１０．自由貿易協定（ＦＴＡ）の将来

的効果について 

※ 

【調査票名】 ２－現地法人調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１８ 調査票承認番号（旧）０２３３７３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有する我が国企業のうち，金融・保険

及び不動産を除く企業 （抽出枠）海外事業活動基本調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０８月３１日 

【調査事項】 １．現地法人の概要，２．出資状況，３．操業状況，４．清算，撤退・移転，出資比率の低下の

状況，５．雇用の状況，６．貸借対照表及び資金調達状況，７．事業活動の状況，８．費用・収

益・利益処分，研究開発の状況，９．設備投資の状況 



【調査名】 住宅市場動向調査（性能評価住宅調査） 

【実施機関】 国土交通省住宅局住宅生産課 

【目 的】 住宅性能表示制度の利用状況の分析を行い，それまでに講じた政策への評価を行うとともに，新たな

政策展開の実施のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 国土交通省が，従来実施していた「民間住宅建設資金実態調査」（承認統計調査）を平成１３年度か

ら拡充し、年１回実施している。 

【調査の構成】 １－住宅性能表示制度アンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１７年１２月） 

（表章）全国 

【経 費】 １８，５１５ 

※ 

【調査票名】 １－住宅性能表示制度アンケート調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月２１日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年０８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１１９ 調査票承認番号（旧）０２３６４８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅

性能評価書が平成１６年１月～１２月末までに交付され，かつ同年中に住宅に入居した者（賃借人

を除く） （抽出枠）建設住宅性能評価リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，７５５／母９５，８１８ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年７月末 

【調査事項】 １．住宅性能表示制度に対する認知度等の状況，２．住宅の性能に関する意識等，３．現在の住

宅に関する事項，４．回答者に関する事項 



【調査名】 労働経済動向調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 

【目 的】 景気の動向，労働力需給の変化等が雇用，労働時間，賃金等に及ぼしている影響や，それらに関する

今後の見通し，対応策等について調査し，労働経済の変化の方向，当面の問題点を迅速に把握する。 

【調査の構成】 １－労働経済動向調査票（８月調査），２－労働経済動向調査票（１１月調査） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果速報」（調査の対象期日の翌月）及び「調

査結果報告書」（平成１８年２月を目途） （表章）全国 

【経 費】 ２，５７０ 

※ 

【調査票名】 １－労働経済動向調査票（８月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月３０日 

【調査票承認期間終了日】 平成１７年１０月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１２０ 調査票承認番号（旧）０２３６０４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所。 

（抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，４００／母２３０，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成１７年８月１日現在 （系統）厚生労

働省大臣官房統計情報部→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成１７年８月８日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由に関する事項，

３．雇用，労働時間の動向に関する事項，４．労働者の過不足感に関する事項，５．雇用調整等の

実施状況に関する事項，６．派遣労働者・業務請負の労働者の変動状況に関する事項 

※ 



【調査票名】 ２－労働経済動向調査票（１１月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１７年０６月３０日 

【調査票承認期間終了日】 平成１８年０１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）０２６１２１ 調査票承認番号（旧）０２３６０５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所。 

（抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，４００／母２３０，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成１７年１１月１日現在 （系統）厚生

労働省大臣官房統計情報部→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成１７年１１月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由に関する事項，

３．雇用，労働時間の動向に関する事項，４．労働者の過不足感に関する事項，５．雇用調整等の

実施状況に関する事項，６．事業の見直しと雇用面での対応に関する事項 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（１） 新規 

【調査名】 合併市町村製造業実態調査 

【実施機関】 新潟市産業経済局商工労働部商工振興課 

【目 的】 新潟市の産業施策を策定するため，３月２１日に合併した１２市町村と１０月１０日に合併予定の巻

町に事業所を置く製造業の現状と施策要望を収集することによって，今後の中小企業支援施策の基礎資

料を得る。 

【調査の構成】 １－合併市町村製造業実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）ホームページに掲載（平成１７年１２月） 

（表章）市区町村 

【経 費】 ２，５００ 

※ 

【調査票名】 １－合併市町村製造業実態調査調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０２９ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）旧新潟市を除く新潟市全域と巻町全域 （単位）事業所 （属性）民営製造業（日本標

準産業分類による）を営む事業所 （抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査・民営事業所漢字

リスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３０５ （配布）郵送 （取集）調査員 （記入）自計 （把握

時）平成１７年６月１日現在 （系統）新潟市→（民間調査機関）→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月７日～０８月３１日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．生産品目の概要，３．工場・設備機器の状況，４．経営状況，５．今後

の展開，６．貿易・海外進出，７．新潟市における中小企業の支援施策 



【調査名】 障害者福祉計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 京丹後市保健福祉部障害者福祉課 

【目 的】 京丹後市内の障害者の現状と課題を把握し、障害者施策を検討するとともに京丹後市障害者福祉計画

の策定に反映させるための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－障害児調査票，２－身体障害者調査票，３－精神障害者調査票，４－知的障害者調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１７年９月上

旬） （表章）市区町村 

【経 費】 ３，３６０ 

※ 

【調査票名】 １－障害児調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３０ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）個人 （属性）４月１日現在で京丹後市在住の身体障害者手

帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を有する１８歳以上の障害者 （抽出枠）住民基本台帳、身体

障害者更正指導台帳、療育手帳交付記録、精神保健福祉手帳交付記録 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

京丹後市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月３０日 

【調査事項】 １．障害を持ったお子さんご自身のことについて，２．日常生活の状況について，３．外出の状

況について，４．教育の状況について，５．福祉施策の要望について， 

※ 

【調査票名】 ２－身体障害者調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３０ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）個人 （属性）４月１日現在で京丹後市在住の身体障害者手

帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を有する１８歳以上の障害者 （抽出枠）住民基本台帳、身体



障害者更正指導台帳、療育手帳交付記録、精神保健福祉手帳交付記録者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，０１３／母３，０１３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月３０日 

【調査事項】 １．ご自身のことについて，２．日常生活の状況，３．外出の状況，４．就労の状況，５．社会

参加の状況，６．健康・医療の状況，７．福祉施策について 

※ 

【調査票名】 ３－精神障害者調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３０ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）個人 （属性）４月１日現在で京丹後市在住の身体障害者手

帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を有する１８歳以上の障害者 （抽出枠）住民台帳、身体障害

者更正指導台帳、療育手帳交付記録、精神保健福祉手帳交付記録 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１０／母２１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月３０日 

【調査事項】 １．ご自身のこと，２．生活のこと，３．外出のこと，４．お仕事のこと，５．社会活動につい

て，６．健康や医療について，７．福祉のこと 

※ 

【調査票名】 ４－知的障害者調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３０ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）個人 （属性）４月１日現在で京丹後市在住の身体障害者手

帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を有する１８歳以上の障害者 （抽出枠）住民基本台帳、身体

障害者更正指導台帳、療育手帳交付記録、精神保健福祉手帳交付記録 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３２０／母３２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 



（把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月３０日 

【調査事項】 １．ご自身のこと，２．くらしのこと，３．外出のこと，４．仕事のこと，５．なかまの団体や

集まりへの参加について，６．けんこうのこと，７．ふくしのこと 



【調査名】 同和地区生活実態調査 

【実施機関】 福岡県保健福祉部人権・同和対策局調整課 

【目 的】 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和６２年法律第２２号）に規

定する地域（以下「対象地区」という。）内の関係世帯の生活実態を把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－同和地区生活実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「平成１７年度生活実態調査報告書項目

（案）」（平成１８年度中） （表章）都道府県 

【経 費】 ２０，０００ 

※ 

【調査票名】 １－同和地区生活実態調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３１ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）県下１２８の対象地区（福岡市、北九州市を除く） （単位）世帯 （属性）対象地区

関係世帯 （抽出枠）関係世帯主名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／母２０，０００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）他計 （把握時）調査日 （系統）福岡県→市町村→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月３１日を基準として８，９月に実施。 

【調査事項】 １．世帯員の状況（性別・年齢構成），２．世帯と婚姻の状況，３．健康・福祉の状況，４．経

済状況，５．教育と読み書き等の状況，６．免許・資格の保有状況，７．就労の状況，８．事業経

営の状況，９．人権侵害の状況 



【調査名】 社会資本整備に関する県民意識アンケート 

【実施機関】 群馬県県土整備局交通政策課 

【目 的】 社会資本整備のあり方や取り組むべき施策等を明らかにする「県土整備ビジョン（仮称）」策定のた

め，県民意識を把握し，その基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－社会資本整備に関する県民意識アンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）ホームページ等（平成１８年３月頃） 

（表章）都道府県 

【経 費】 ３，５００ 

※ 

【調査票名】 １－社会資本整備に関する県民意識アンケート調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３２ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）群馬県全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の一般県民 （抽出枠）選挙人名簿，

電話帳等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／母１，６２８，９３０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）群馬県→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年６月末 

【調査事項】 １．社会資本整備の認知度，２．社会資本整備の満足度，３．社会資本整備の期待度 



【調査名】 ひとり親家庭実態調査 

【実施機関】 山形県健康福祉部児童家庭課 

【目 的】 山形県内のひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の生活の実態とニーズを把握し、「山形県ひとり親

家庭自立促進計画」を策定するため基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－母子世帯調査票，２－父子世帯調査票 

【集計・公表】（集計）地方集計（機械集計）（公表）「調査結果報告書」（平成１８年３月）（表章）都道府県 

【経 費】 １，６００ 

※ 

【調査票名】 １－母子世帯調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３３ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】（地域）山形県全域 （単位）世帯 （属性）母子世帯 （抽出枠）住民基本台帳、児童扶養手当受給者台帳等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５２７／母１０，０５４ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山形県→市町村→報告者→山形県 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月１日～平成１７年７月３１日 

【調査事項】 １．世帯の状況，２．住居の状況，３．仕事と収入，４．現在の生活の状況 

※ 

【調査票名】 ２－父子世帯調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３３ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】（地域）山形県全域 （単位）世帯 （属性）父子世帯 （抽出枠）住民基本台帳、児童扶養手当受給者台帳等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４９９／母１，９３３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山形県→市町村→報告者→山形県 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月１日～平成１７年７月３１日 

【調査事項】 １．世帯の状況，２．住居の状況，３．仕事と収入，４．現在の生活の状況 



【調査名】 ひとり暮らし高齢者実態把握調査 

【実施機関】 名古屋市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課 

【目 的】 援助が必要なひとり暮らし高齢者を把握し、ひとり暮らし高齢者が地域で安心して生活することがで

きるように支援するための行政施策を行う上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－ひとり暮らし高齢者実態把握調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１７年１０月予

定） （表章）市区町村 

【経 費】 ６，２００ 

※ 

【調査票名】 １－ひとり暮らし高齢者実態把握調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３４ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）個人 （属性）６５歳以上の独居者（６５歳以上の独居者のうち、

ひとり暮らし基準に該当する者）  （抽出枠）住民基本台帳、外国人登録原票 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５，０００／母４５，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）名古屋市→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１７年６月上旬から８月末まで 

【調査事項】 １．健康の状況，２．介護者の状況，３．公的サービスの利用状況，４．非常時の連絡先 



【調査名】 育児休業等に関するアンケート調査 

【実施機関】 高知県商工労働部雇用労働政策課 

【目 的】 企業の育児休業制度の整備状況や育児休業の取得状況等を把握し，高知県の今後の取組みを検討して

いくための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－育児休業等に関するアンケート調査調査票（企業向け），２－育児休業等に関するアンケー

ト調査調査票（個人向け） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）ホームページに掲載（１０月上旬）（表章）都道府県 

【経 費】 ２４８ 

※ 

【調査票名】 １－育児休業等に関するアンケート調査調査票（企業向け） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３５ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）企業 （属性）公務及び農林漁業を除く従業者数１０人以上の企

業 （抽出枠）高知の企業 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５０／母２，７７７ （配布）併用 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成１７年６月１日現在 （系統）高知県→（調査員）→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月１５日 

【調査事項】 １．育児休業制度に関する事項，２．育児支援に関する事項，３．女性の職域拡大に関する事

項，４．仕事と生活のバランスのとれた環境づくりに関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－育児休業等に関するアンケート調査調査票（個人向け） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３５ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）個人 （属性）公務及び農林漁業を除く従業者数１０人以上の企

業の従業員 （抽出枠）高知の企業 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，５００ （配布）併用 （取集）郵送 （記入）自計 （把



握時）平成１７年６月１日現在 （系統）高知県→（調査員）→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月１５日 

【調査事項】 １．育児休業制度に関する事項，２．働きやすい環境づくりに関する事項，３．女性の職域拡大

に関する事項 



【調査名】 狩猟実態調査 

【実施機関】 千葉県環境生活部自然保護課 

【目 的】 狩猟の実態及び狩猟鳥獣の捕獲状況等を把握し、鳥獣行政の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－狩猟実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）猟政運営協議会（４月），狩猟事故及び違

反防止対策会議（１０月） （表章）都道府県 

【経 費】 ４００ 

※ 

【調査票名】 １－狩猟実態調査調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３６ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）千葉県の区域 （単位）個人 （属性）当該年度において狩猟者登録を行う狩猟者 

（抽出枠）狩猟者登録申請者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，５００ （配布）郵送・手渡し （取集）郵送・手渡し （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千葉県自然保護課又は出先機関→狩猟者団体又は個人

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査票配布の翌年３月 

【調査事項】 １．出猟状況，２．狩猟鳥との出合状況，３．狩猟獣（キツネ）の出合状況（狩猟期以外も含

む。），４．外来種に関する情報 



【調査名】 第８期市政アドバイザー第１回意識調査 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局広聴課 

【目 的】 「市民の健康づくり」及び「神戸の農漁業」についての市民の意見等を調査し、今後の行政の諸施策

を策定する上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－市政アドバイザー意識調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）未定 （表章）市区町村 

【経 費】 ３００ 

※ 

【調査票名】 １－市政アドバイザー意識調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３７ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）第８期市政アドバイザー （抽出枠）住民基本台

帳、外国人登録原票 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０５０／母１，１９０，３４８ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）その他 （実施期日）平成１７年６月末予定 

【調査事項】 １．市民一人ひとりの健康づくりについて，２．神戸の農漁業について，３．フェイス事項 



【調査名】 中小企業資金調達状況等実態調査 

【実施機関】 千葉県商工労働部経営支援課 

【目 的】 中小企業の資金調達の実態を調査分析し、その多様化への対応を検討するとともに，千葉県制度融資

や信用補完制度のあり方等について検討する。 

【調査の構成】 １－中小企業資金調達状況等実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１６年３月） 

（表章）都道府県 

【経 費】 ６，６１５ 

※ 

【調査票名】 １－中小企業資金調達状況等実態調査調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３８ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位）企業 （属性）千葉県信用保証協会の保証を受けて県制度融資を

利用している中小企業１１，０００社 （抽出枠）千葉県信用保証協会のデータベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／母１１，０００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千葉県→民間調査機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１５年１１月１０日～１２月５日 

【調査事項】 １．貴社の概要，２．経営動向，３．資金調達方法，４．制度融資，５．信用保証，６．設備資

金貸付及び設備貸与制度 



【調査名】 北部九州圏パーソントリップ調査（プレ調査） 

【実施機関】 福岡県建築都市部都市計画課 

【目 的】 第４回北部九州圏パーソントリップ調査を実施するにあたり，プレ調査を本調査に先立ち実施し，本

調査で起こりうる様々な問題を事前に把握し，その対応に活用することを目的とする。 

【調査の構成】 １－北部九州圏交通実態調査票世帯票（パーソントリップ調査），２－北部九州圏交通実態調査

票個人票（パーソントリップ調査） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）非公表 （表章）都道府県 

【経 費】 ２１０，０００ 

※ 

【調査票名】 １－北部九州圏交通実態調査票世帯票（パーソントリップ調査） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３９ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）福岡県北九州市，福岡市 （単位）世帯 （属性）調査対象地域に存在する世帯 （抽

出枠）平成１７年６月現在の住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／母１，００１，２７５ （配布）調査員・オンラ

イン （取集）調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）本年７月上旬から下旬までの火，

水，木曜日（祝祭日を除く）の１日 （系統）福岡県→民間調査機関→調査員 

【周期・期日】 （周期）約１０年 （実施期日）本年６月 

【調査事項】 １．フェイス事項，２．運転免許の有無，３．自動車保有の有無等 

※ 

【調査票名】 ２－北部九州圏交通実態調査票個人票（パーソントリップ調査） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０３９ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）福岡県北九州市，福岡市 （単位）個人 （属性）調査対象地域に存在する５歳以上の

人 （抽出枠）平成１７年６月現在の住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／母２，２４４，７７４ （配布）調査員・オンラ



イン （取集）調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）本年７月上旬から下旬までの火，

水，木曜日（祝祭日を除く）の１日 （系統）福岡県→民間調査機関→調査員 

【周期・期日】 （周期）約１０年 （実施期日）本年６月 

【調査事項】 １．出発地の住所・出発地の施設・出発時刻，２．到着地の住所・到着地の施設・到着時刻，

３．移動目的等 



【調査名】 交通事故抑止に関するアンケート調査 

【実施機関】 群馬県県土整備局交通政策課 

【目 的】 第８次群馬県交通安全計画を策定するにあたり，広く県民からの意見を聴取し，県民の意識や計画に

群馬県独自の施策を盛り込むために実施する。 

【調査の構成】 １－交通事故抑止に関するアンケート調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）第８次群馬県交通安全計画と併せて発表（平成１８年

１月） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－交通事故抑止に関するアンケート調査調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０５０４０ 受理番号（旧）００００００ 

【調査対象】 （地域）群馬県全域 （単位）個人 （属性）運転免許更新者（群馬県内２０地区の安全協会） 

（抽出枠）なし 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／母１，３７０，０００ （配布）手渡し （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）群馬県→安全協会→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１７年７月初旬～８月初旬（１ヶ月間） 

【調査事項】 １．フェイス事項，２．交通安全に関する認識，３．第７次群馬県交通安全計画に盛り込まれた

重要施策１０項目に関する５段階評価 



（２） 変更 

【調査名】 賃金実態調査 

【実施機関】 富士市商工農林部商工労政課 

【目 的】 賃金及び労働時間等の実態を明らかにすることにより市内事業所の労務改善に役立たせるとともに労

働行政推進の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－賃金実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（１２月） （表章）

市区町村 

【経 費】 ４２０ 

※ 

【調査票名】 １－賃金実態調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２３ 受理番号（旧）２０４０２８ 

【調査対象】 （地域）富士市全域 （単位）事業所 （属性）富士市内に事業所がある常用従業員３０人以上

のすべての事業所  （抽出枠）富士市役所市民税課 法人市民税課税データ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５７０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎

年６月３０日現在 （系統）富士市役所商業労政課→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０７月２５日 

【調査事項】 １．事業所の現況，２．労働時間，労働時間制度及び週休制，３．年次有給休暇及びその他の休

暇，４．賃金その他，モデル賃金，新卒者採用状況と初任給及び，諸手当・賞与支給状況，５．定

年制，高年齢者雇用安定法改正に対する今後の方針及び，退職金制度，６．育児休業制度，介護休

業制度，子の看護休暇制度，男女雇用機会均等法に関する事項及び次世代育成支援対策推進法，

７．雇用状況，８．パートタイマー 



【調査名】 労働雇用福祉実態調査 

【実施機関】 米沢市産業部商工観光課 

【目 的】 米沢市所在事業所に勤務する労働者の労働条件を把握することで，労働福祉行政の資料とし，労使関

係の円滑化，安定化に寄与する。 

【調査の構成】 １－労働雇用福祉実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「米沢市労働雇用福祉実態調査結果報告

書」及び「商工観光のあらまし」（６月） （表章）市区町村 

【経 費】 ３１５ 

※ 

【調査票名】 １－労働雇用福祉実態調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２４ 受理番号（旧）１０２０１８ 

【調査対象】 （地域）米沢市全域 （単位）事業所 （属性）民間事業のうち，常用労働者５人以上の事業所

で，建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，飲食店，宿泊業，医

療，福祉，サービス業（他に分類されないもの）に属するもの （抽出枠）平成１３年度事業所・

企業統計調査区内事業所名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４５０／母１，９９４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）本年７月１日現在 （系統）米沢市→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業内容，２．常用労働者従業員数，３．パートタイマーの雇用，４．勤務形態，５．賃

金，６．初任給等，７．過去の採用数，８．定年制度，９．退職金制度，１０．労働時間，１１．

休暇制度，１２．連続休暇，１３．休業制度，１４．女性労働者，１５．助成金の利用 



【調査名】 同和地区実態把握等調査（地区概況調査） 

【実施機関】 鳥取県総務部人権局同和対策課 

【目 的】 これまでの地域改善（同和）対策の事業効果を測定し、実態を把握することにより、今後の同和行政

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－同和地区実態把握調査地区概況調査票（地区票），２－同和地区実態把握調査地区概況調査

票（市町村票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１８年３月） 

（表章）都道府県 

【経 費】 １，５９３ 

※ 

【調査票名】 １－同和地区実態把握調査地区概況調査票（地区票） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２５ 受理番号（旧）１０００２５ 

【調査対象】 （地域）対象地域を有する県内１７市町 （単位）世帯 （属性）対象地域を有する県内１７市

町 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

鳥取県→報告者（市町村） 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１７年７月２８日 

【調査事項】 １．人口構造，２．混住率，３．生活保護需給状況，４．農林漁業共同利用施設の運営状況，

５．隣保館の運営状況，６．教育委員会、教育集会所主催事業の実施状況，７．土地改良事業の整

備状況，８．林道の整備状況，９．農林業近代化施設の整備状況，１０．市町村道の整備状況，１

１．下水道の整備状況，１２．住宅地区改良事業又は小集落地区等改良事業の整備状況，１３．建

築基準法第３９条に基づく災害危険区域内又は同法第４０条に基づくがけ条例に該当する住宅の数 

※ 

 

 



【調査票名】 ２－同和地区実態把握調査地区概況調査票（市町村票） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２５ 受理番号（旧）１０００２５ 

【調査対象】 （地域）対象地域を有する県内１７市町 （単位）世帯 （属性）対象地域を有する県内１７市

町 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

鳥取県→報告者（市町村） 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１７年７月２８日 

【調査事項】 １．対象地域数，２．人口構造，３．生活保護需給状況，４．農林漁業共同利用施設の運営状

況，５．隣保館の運営状況，６．土地改良事業の整備状況，７．林道の整備状況，８．農林業近代

化施設の整備状況，９．市町村道の整備状況，１０．下水道の整備状況，１１．建築基準法第３９

条に基づく災害危険区域内又は同法第４０条に基づくがけ条例に該当する住宅の数 



【調査名】 同和地区実態把握等調査（生活実態調査） 

【実施機関】 鳥取県総務部人権局同和対策課 

【目 的】 これまでの地域改善（同和）対策の事業効果を測定し、実態を把握することにより、今後の同和行政

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－同和地区実態把握等調査（生活実態調査票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１８年３月） 

（表章）都道府県 

【経 費】 １７，２３３ 

※ 

【調査票名】 １－同和地区実態把握等調査（生活実態調査票） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２６ 受理番号（旧）１０００２６ 

【調査対象】 （地域）対象地域を有する県内１７市町 （単位）世帯 （属性）同和関係世帯 （抽出枠）同

和関係世帯主名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，６００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把

握時）調査日現在 （系統）鳥取県→市町村→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１７年７月１日～平成１７年７月３１日 

【調査事項】 １．世帯員用（１）世帯主との続き柄，（２）．年齢，（３）．性別，（４）．配偶者の有無及

び出生地，（５）．年金の加入状況，（６）．健康の状況，（７）．身体介護の状況（在宅の６歳

以上の人のみ），（８）．身体障害の状況，（９）．就学の状況等，（１０）．識字，（１１）．

免許・資格の保有状況等（１５歳以上の人のみ），（１２）．就労の有無等（１５歳以上の人の

み），（１３）．就労の状況，（１４）．就労の状況等，（１５）．被差別の状況，（１６）．結

婚の状況，２．世帯用，（１）．住居の状況，（２）．経済状況等，（３）．在宅福祉サービスの

状況，（４）．転出者の状況（３０歳未満の転出者のみ），（５）．事業経営の状況，（６）．農

業経営の状況，（７）．漁業経営の状況 



【調査名】 ＩＴ化実態調査 

【実施機関】 山梨県商工労働部商工総務課 

【目 的】 山梨県企業の情報化の促進を図るため，山梨県内企業のニーズを把握する中で，県内企業情報化促進

の施策について検討する。 

【調査の構成】 １－ＩＴ化実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」 （表章）都道府県 

【経 費】 ５３２ 

※ 

【調査票名】 １－ＩＴ化実態調査票 

【受理年月日】 平成１７年０６月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２７ 受理番号（旧）２０４０２６ 

【調査対象】 （地域）山梨県全域 （単位）事業所 （属性）山梨県内に本店・本社が所在する事業所 （抽

出枠）平成１３年度事業所・企業統計調査，事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／母１１，１４９ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）本年８月１日現在 （系統）山梨県→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０８月３１日 

【調査事項】 １．事業所の種類及び規模，２．コンピューター導入状況，３．インターネット等接続状況，

４．ホームページ開設状況，５．電子商取引の実施状況，６．情報化を推進する目的，７．情報化

を推進するうえでの問題点，８．情報化の推進について県に望むこと等 



【調査名】 廃棄物実態調査 

【実施機関】 島根県環境生活部廃棄物対策課 

【目 的】 島根県内の事業所の廃棄物の排出及び処理の実態を把握し，島根県廃棄物処理計画策定に必要な基礎

資料を得る。 

【調査の構成】 １－廃棄物実態調査票形式Ｅ（建設業），２－廃棄物実態調査票形式Ｆ（鉱業，製造業，電気・

水道業等），３－廃棄物実態調査票形式Ｃ（運輸業，自動車整備業等），４－廃棄物実態調査票形

式Ｈ（医療業），５－廃棄物実態調査票形式Ｌ（卸・小売業，金融・保険業，不動産業，サービス

業等） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「しまね循環型社会推進計画」（翌年３月

頃） （表章）都道府県 

【経 費】 ９，８００ 

※ 

【調査票名】 １－廃棄物実態調査票形式Ｃ（運輸業，自動車整備業等） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２８ 受理番号（旧）２０００８０ 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の運輸業，サービス業（自動

車整備業等）に属する従業員５人以上の事業所 （抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査事業

所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２２０／母６６２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）４月１日から翌年３月３１日まで （系統）島根県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．事業内容，３．事業の概要，４．発生の有無，５．事業所で発生した廃

棄物の種類，６．自社中間処理の内容，７．処理・処分の内容 

※ 

 

 



【調査票名】 ２－廃棄物実態調査票形式Ｅ（建設業） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２８ 受理番号（旧）２０００８０ 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の建設業に属する従業員５人

以上の事業所 （抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５９０／母１，９７３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）４月１日から翌年３月３１日まで （系統）島根県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．元請工事の有無，３．工事実績及び内容，４．発生の有無，５．工事現

場で発生した廃棄物の種類，６．自社中間処理の内容，７．処理・処分の内容 

※ 

【調査票名】 ３－廃棄物実態調査票形式Ｆ（鉱業，製造業，電気・水道業等） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２８ 受理番号（旧）２０００８０ 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の鉱業，製造業，電気・水道

業，情報通信業，公務に属する従業者５人以上の事業所 （抽出枠）平成１３年事業所・企業統計

調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）３９５／母１，２８８ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）４月１日から翌年３月３１日まで （系統）島根県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．事業内容，３．事業の概要，４．発生の有無，５．事業所で発生した廃

棄物の種類，６．自社中間処理の内容，７．処理・処分の内容 

※ 

 

 

 



【調査票名】 ４－廃棄物実態調査票形式Ｈ（医療業） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２８ 受理番号（旧）２０００８０ 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の医療業に属する従業員５人

以上の事業所 （抽出枠）平成１３年事業所・企業統計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月

１日から翌年３月３１日まで （系統）島根県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．主な診療科目，３．事業の概要，４．発生の有無，５．事業所で発生し

た廃棄物の種類，６．自社中間処理の内容，７．処理・処分の内容 

※ 

【調査票名】 ５－廃棄物実態調査票形式Ｌ（卸・小売業，金融・保険業，不動産業，サービス業等） 

【受理年月日】 平成１７年０６月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０５０２８ 受理番号（旧）２０００８０ 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）事業所 （属性）日本産業分類の林業，漁業，卸・小売業，金

融・保険業，不動産業，サービス業に属する従業員５人以上の事業所 （抽出枠）平成１３年事業

所・企業統計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，１９７／母１１，２０５ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）４月１日から翌年３月３１日まで （系統）島根県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０７月２２日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．事業の概要，３．事業内容，４．発生の有無，５．事業所で発生した廃

棄物の種類，６．自社中間処理の内容，７．処理・処分の内容 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

(4)

83 59 81 67 58 71 54 18 25 18 25 35 11 605

(3) (3)

22 18 10 5 5 5 3 2 1 5 3 6 3 88

(3) (4) (7)

105 77 91 72 63 76 57 20 26 23 28 41 14 693

(1) (1) (1)

26 33 43 77 68 73 71 7 34 8 12 8 3 463

8 7 31 52 55 110 101 36 25 35 33 30 14 537

(1) (1) (2)

34 40 74 129 123 183 172 43 59 43 45 38 17 1000

2 2 0 0 4

(11) (3) (1)  (4) (19)

22 10 16 13 14 35 23 9 8 11 8 6 2 177

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (20)

23 11 18 13 15 35 23 9 8 11 8 6 2 182

(1) (1) (1)

102 106 101 108 142 139 107 27 50 6 23 7 6 924

308 298 312 278 193 216 138 47 56 51 41 44 44 2026

5 2 7 10 3 2 1 1 1 1 33

3 2 6 2 2 2 2 2 2 23

(2) (3) (1) (1) (1) (1) (9)

380 355 321 358 299 355 179 98 44 82 70 41 66 2648

(2) (3) (1) (1) (1) (1) (9)

688 661 635 643 502 576 325 148 102 136 114 87 113 4730

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 183 44 63 56 90 53 37 2853

(2) (2)

102 71 77 72 54 79 52 12 22 24 17 17 29 628

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 204

3 4 3 5 5 4 1 2 1 1 29

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (9) (6) (2) (2) (2) (2) (113)

143 182 226 154 80 91 36 15 34 32 25 24 13 1055

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (9) (6) (2) (2) (2) (2) (2) (118)

711 730 767 621 532 512 277 72 119 116 135 95 82 4769

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 50 41 10 24 5 26 2 944

11 1 7 11 30

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 51 9 13 11 9 15 11 565

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (16) (7) (5) (3) (12) (3) (12) (200)

309 249 272 212 186 166 121 25 24 21 9 13 14 1621

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (17) (7) (5) (3) (12) (4) (12) (225)

579 462 490 394 395 306 222 75 47 67 24 61 38 3160

(30) (49) (22) (27) (9) (2) (11) (5) (1) (156)

126 202 176 175 218 215 150 46 48 45 55 30 11 1497

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (11) (4) (1) (206)

223 243 179 172 124 131 64 16 21 20 15 34 28 1270

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (2) (22) (9) (1) (1) (362)

349 445 355 347 342 346 214 62 69 65 70 64 39 2767

(4) (12) (14) (11) (11) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (64)

2 1 4 11 1 1 20

65 116 168 122 122 65 37 37 19 6 16 10 26 809

30 52 84 61 61 29 20 19 10 3 8 5 13 395

2591 2532 2533 2328 2118 2173 1397 467 480 469 449 400 312 18249

2621 2584 2617 2389 2179 2202 1417 486 490 472 457 405 325 18644

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名



年（月） 備　考

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

(4) 　 　 　

4 3 　 　 　

1 1   　

(4)

1 1 4 3

　 1 　 4 　 　 　

4 　 2 3 6   3

5 2 3 10 3

(4) 　 　 　

1 1

(4)

1 1

(1) 　 　

1 1 1 5 　 　 1

　 1 5 　 1 2 10  2 24

1

2 　 　

(1) 　 　

　 28 1 　 3 2 3 29 1 5 5

(1) 　 　

31 6 1 4 4 3 39 1 7 29

(注) １．この表は、統計報告調整法により、承認された統計報告を調査票の様式単位で示したものである。

　　　２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

３．農林水産省大臣官房統計部の平成15年６月までの欄は、旧農林水産省大臣官房統計情報部実

　施のものである。

４．従来総務省の内訳としていた公正取引委員会実施分は、平成15年4月以降は内閣府のその他の

　欄に計上している。

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(1)

財
　
務
　
省

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

実施機関名

経 済 社 会
総 合 研 究 所内

　
閣
　
府

総
　
務
　
省

そ の 他

法 務 省

文 部 科 学 省

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

国 税 庁

小 計

小 計

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

平成16年 平成17年



承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(2)

備　考

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

　 13 10 　 6 4 1 2 8

(2)

3 3

　

1

　

7 2 　 12   

　

13 7 12 6 7 13 5 8 1

　 1 1 2

2 7 1 　 　

4  1 　 2

(1) (1) 　 　(2) 　

2 　 1 1 5 4 　 　 　

(1) (1) 　 　

6 2 1 2 3 12 1 4 1 2

(1)

4 　 　 4 1 21 1 　

3 1 2 3 2 6 2 2 2

(1)

3 5 2 3 2 6 4 3 21 3 2

　 (1) 　

　 1 　 　 1

2 2 2 　 8 　 4 　

 

1 1 1 　 4 　 2 　

9 52 23 20 12 37 7 14 92 11 15 38

10 53 24 20 12 37 7 14 96 11 17 38

年（月）

実施機関名

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

環 境 省

合
　
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

平成16年 平成17年



届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

新 規 58 54 43 39 32 27 9 1 1 5 8 8 4 289

変 更 69 72 99 108 88 79 59 22 22 15 23 29 15 700

中 止 6 3 7 11 6 2 1 1 2 1 1 41

新 規 358 282 367 354 355 389 199 103 84 75 63 67 72 2768

変 更 329 299 199 140 177 210 141 37 40 88 29 74 62 1825

中 止 4 4 8 2 15 16 23 8 8 10 4 4 7 113

新 規 105 82 85 124 139 127 55 39 36 26 28 240 371 1457

変 更 131 65 55 49 61 114 64 17 12 24 24 16 12 644

中 止 1 1 5 2 8 3 1 1 3 2 27

新 規 2 6 2 1 11

変 更 10 9 10 16 16 9 2 1 2 2 2 1 80

中 止 2 3 1 1 1 1 1 1 11

新 規 523 424 495 517 528 543 263 143 122 106 99 315 447 4525

変 更 539 445 363 313 342 412 266 77 76 127 78 121 90 3249

中 止 13 4 14 11 31 19 37 14 11 12 10 6 10 192

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県

年（月）

実施機関名



届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

備　考

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

新 規 　 2 1 1

国 変 更 　 1 1 　 　 1 2 4 7 　 1

中 止 1 　

新 規 8 6 11 9 9 3 3 3 5 9 8

変 更 13 5 9 15 3 4 1 1 1 3 4

中 止 2 1 2 1 　

新 規 4 2 3 2 2 6 3 1 1 　 2 4

市 変 更 2 2 　 2 　 1 1 1   2

中 止 2 1

新 規  

変 更 1

中 止 　 　

新 規 12 10 14 11 11 10 6 4 1 6 11 12

変 更 16 8 10 17 3 6 2 6 9 1 4 6

中 止 2 2 1 1 3 1

合
　
計

都
道
府
県

日
　
銀
　
等

平成17年平成16年年（月）

実施機関名




